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1予定利率と運用利回りの乖離



















































































2章 積み立て不足問題





以上のような理由で、予定通りの運用ができずに積み立て不足が発生している企業年金が多数ある。





一方で企業年金の実際の運用利回りは右図のようになっている(03年以降は確定給付企業年金と厚生年金基金、それ以前は厚生年金基金のみ)。近年は利回りの変動幅が拡大しているため、長期の平均利回りも低下しており、長期の運用を前提とする企業年金の運用環境は悪化しているといえる。(→たとえば年金Aの利回りが2年連続で10％だとするとAの残高は21％残高が増加するが、年金Bの1年目の利回りが-10％になると、Bが翌年までにAの残高に追いつくためには2年目は34%の利回りで運用しなければならない。)


具体的には過去10年で平均利回りが3.5%未満となっているのは9回で、そのうち6回は3％未満である。また直近2年では利回りがマイナスとなっている。





09年の確定給付企業年金の予定利率の分布は右図のようになっており、3％以上を設定している企業(灰色部分)が全体の64％を占めている。


また厚生年金基金では97年まで5.5％と定められていたことから現在でもその利率を設定している企業が多く、3.5％以上を設定している企業(灰色部分)が全体の54％を占めている。



















































































2 会計基準の見直し





上場企業の国際会計基準強制適用を見据え、2012年3月期から企業年金の積立不足の全額を即時に負債として計上(即時認識)しなければいけなくなる。これまでは数理計算上の差異や過去勤務債務などの未認識債務をオフバランス化し、分割処理(遅延認識)することが認められていたが、来季からはそれを即時認識することが義務付けられる。





この会計基準の見直しにより多くの企業で積み立て不足が発生・増加することが予想される。





以上のように運用環境の悪化により企業年金の積立不足に陥る企業の増加が予想され、さらに会計基準の見直しにより企業年金の積立不足が企業経営に与える影響も大きくなる。


よって企業年金が企業経営に与える影響を小さくし、企業が本業に集中できるような環境を整えるために各企業がなんらかの対策を講じる必要がある。





4章では3章で取り上げた積立不足の問題への対応策を考える。


そこでこの問題を解消するための方策として以下の3つを検証してみる。





①確定拠出年金に制度変更する。


この方法は制度自体を積立不足が生じえない制度に変えるというもの。確定拠出年金では企業による掛け金の拠出後は加入者自身が責任を持って運用するので、実際の運用利回りが予定利率に達さなくても企業にはその補てんが求められない点では、企業にとっては魅力的な方法である。





②確定給付型の制度を維持しながら、予定利率を引き下げ、掛け金を引き上げる。


この方法は確定給付という制度を維持しながら、予定利率を引き下げて想定利回りと実際の運用利回りの差を小さくすることで積立不足を生じさせにくくするというもの。予定利率の引き下げは言いかえれば掛け金の引き上げであり、企業が負担は恒常的に増加することになる。しかし運用環境の悪化が企業本体の経営に与える影響を小さくできる点は企業側の魅力であり、給付水準が変わらない点も従業員側の魅力である。





③キャッシュバランスプラン制度を導入する。


この方法は②と同様に確定給付という制度を維持しながら、運用利回りは国債利回りなどの客観的指標に上乗せしたものに設定することで企業の運用リスクを軽減するというもの。運用環境によって想定利回りが変化するので給付水準が低下する可能性がある点で、確定給付型制度と確定拠出型制度の特性を併せ持つ制度だといえる。


企業にとっては積立不足額を減少させることができる点が魅力。






















































































4章 積立不足の解消法とその特徴





・確定拠出年金の導入が適した企業


1. 年金制度維持に伴う負担をできるだけ軽くしたい企業。














2. 積立不足問題について従業員の危機感が希薄であり、従業員にその現状を認識させたい場合





























3. 飲食・宿泊業等の中途採用者が社員全体に占める割合が高い企業や従業員の出入りが激しい企業。




















4. 従業員が市場の動向により給付額が変動することに違和感を持たない企業。





会社側が運用リスクを負う必要がなく、掛金を追加拠出する必要もないことから。


ただこの条件を満たす企業をひとくくりにはできない。








日本航空のように企業年金が本業の経営を圧迫しているにもかかわらず、従業員がそれを認識していない企業が存在するから。


コロンビア・JAL・KNT・東芝・日立製作所など


実際に日立製作所では、退職給付債務問題に対する意識で会社側と従業員の間に差があることを問題だと認識しており、それを埋めるきっかけとして同制度を取り入れている。








ポータビリティ機能を活用して優秀な人材を確保することができるから。


飲食・宿泊業は中途での正規社員採用割合が高い。


例えば「すかいらーく」では「現在は人財移動の時代であり、ポータビリティを確保し有能な人材を集める仕組みが必要である」として同制度を取り入れている。





同制度では将来の給付額が当初の予定より少なくなる可能性があるから。


例えば外資企業であるアプライドバイオシステムズジャパンでは「普段からストックオプション制度を取り入れているため、従業員市場動向によって給付額が変動することに違和感を覚えない」として同制度を取り入れている。





・従来の確定給付型の制度を維持しながら予定利率を引き下げることが適した企業


1. 熟練技術者が多くいる企業や中途採用者が少なく生え抜き社員が多くいるような企業

















2. 強固な財務基盤を持った大企業の中でも、従業員の生活を手厚く保護するために、年金制度に多額の費用を割いてもよいと考える企業





























3. 飲食・宿泊業等の中途採用者が社員全体に占める割合が高い企業や従業員の出入りが激しい企業。




















4. 従業員が市場の動向により給付額が変動することに違和感を持たない企業。





将来の給付額を約束することで従業員の長期勤続を促し、優秀な人材の流出を止められるから。


具体的には老舗メーカーなど。


実際に平均勤続年数が長く、業務には熟練した技術を必要とする製造業の企業でこの制度が取り入れられている。





確定給付型の制度の維持には多額の費用がかかるから。





・キャッシュバランスプラン制度の導入が適した企業


1. ②と同様に、長期勤続を促し優遇することが会社側のメリットになるような会社のうち、財務基盤の弱さ等で完全な確定給付型の制度を採り入れられないような企業












































3. 飲食・宿泊業等の中途採用者が社員全体に占める割合が高い企業や従業員の出入りが激しい企業。




















4. 従業員が市場の動向により給付額が変動することに違和感を持たない企業。





会社が負担する運用リスクの大きさをみれば確定拠出年金と完全な確定給付型の制度の中間に位置する制度ではあるが、一定の給付額を従業員に約束できる点やポータビリティ機能がない点で確定給付型の制度に近い制度であるから。


例えばJTでは「年金給付が保障された制度の継続は必要であるが、年金制度の維持のためには社員の負担は不可欠である。」としてキャッシュバランスプラン制度を取り入れており、日立製作所では「企業年金は従業員の老後生活を支える大きな柱の一つであるが、危機的な基金財政状況を踏まえればキャッシュバランスプランの導入はやむを得ず、今採りえるベストな選択肢である。」として同制度を導入している。








